
介護予防支援の指定対象の拡大に伴う対応について 

 

 

１ 介護予防支援の指定対象の拡大 

介護保険法改正により、令和 6 年 4 月 1 日から居宅介護支援事業者が市町村

の指定を受け、介護予防支援事業を実施できるようになりました。 

ただし、介護予防支援事業者の指定には、介護保険法第 115 条の 22 第 4 項

の規定により、「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の

関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とさ

れています。 

 

２ 意見聴取について 

意見を聴く「関係者」については、法令の文言上、「被保険者」が例示されて

いるのみであり、各市町村の判断によるものと考えられます。 

具体的な候補としては、次の 2 者が想定されますが、本市ではアとします。 

 ア 地域包括支援センター 

イ 地域密着型サービス運営委員会（三田市高齢者・介護審議会） 
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